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担当者向けセミナー ～初級編～

令和８年７月

岩手労働局需給調整事業室
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・ 労働者派遣事業に関する基本的な内容を理解すること。

※ あくまで基本的な内容であり、全ての法律を網羅しているわけでは

ありません。

０ セミナーの目的

1



① 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

⇒「派遣法」・「法」と略します。

② 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令

③ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

④ 告示（主なもの）

・ 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示

・ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 ⇒ 派遣元指針

・ 派遣先が講ずべき措置に関する指針 ⇒ 派遣先指針

・ 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関す

る指針

⑤ 労働者派遣事業関係業務取扱要領 ⇒ 「業務取扱要領」・「要領」

⑥ その他 通達 Ｑ＆Ａ

※ インターネット上に公表されています。【厚生労働省 労働者派遣事業について】で検索してください。

１ 労働者派遣事業関係法令 等
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【参考資料】

「労働者派遣・請負を適正に

行うためのガイド」

【https://www.mhlw.go.jp/content/001704228.pdf】

１ 労働者派遣事業関係法令 等
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労使協定方式

様式・記載例

【https://www.mhlw.go.jp/content/

000776726.pdf】



・ 法第５条により、労働者派遣事業を行うためには許可が必要です。

・ 労働者派遣事業として

認められているのは右の

形態のみです。

・ 法に基づいた運用が求められます。

２ 労働者派遣事業は許可制

指揮命令

労働者

派遣元 派遣先派遣契約

雇用契約

勤務
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① 港湾運送業務

② 建設業務

（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊

若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。）

③ 警備業法第２条第１項各号に掲げる業務

④ その他、政令で定める業務

・ 医師、看護師 等（詳細は、業務取扱要領を確認）

なお、紹介予定派遣は可能。職種によっては、就業場所（施設の種

類、へき地）によって派遣可能な場合あり。

３ 適用除外業務
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請負
業者

労働者

注文主
請負
契約

指揮命令

派遣元

労働者

派遣先
派遣
契約

雇用関係 指揮命令派遣 請負

４ 労働者派遣事業と請負事業の違い ①
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請負事業の場合は注文主から労働者へ
の指揮命令はできません。



・ 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を
定める告示（労働省告示第３７号）が定められています。

請負事業と判断されるためには、以下の内容について独立して実施
する必要があります。

・指揮命令

・人員配置

・仕事の割付

・労働時間の管理 等

４ 労働者派遣事業と請負事業の違い ②
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４ 労働者派遣事業と請負事業の違い ③
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・ 請負契約を締結した場合であっても、実態が労働者派遣となっている場
合には「偽装請負」となり法違反となります。

さらに、法第４０条の６により、発注者が労働者に対して労働契約を申し
込んだとみなすこと（労働契約申込みみなし制度）となります。労働者が承
諾する旨の意思表示をすることにより、労働者と発注者との労働契約が成
立します。

４ 労働者派遣事業と請負事業の違い ④
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・ 許可取消、事業停止、事業所名公表といった厳しい処分もあり得ます。

⇒ まずは行政指導から始めることが多いですが、法違反の態様に

よっては、即座に厳しい処分をすることもあり得ます。

・ 派遣元事業所の職員一人一人が、労働者派遣事業に関する正しい

知識を持つ必要があります。

５ 法違反があった場合の取扱い（労働局の役割）
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① 法第４８条に基づく指導及び助言

派遣元事業所を対象に定期指導等を実施しています。定期指導は２種類（法全

般を対象とするもの、同一労働同一賃金を対象とするもの）あり、数年に一度訪問

しています。

② 法第４９条 改善命令

③ 法第４９条の２ 公表

④ 法第５０条 報告（報告しない場合は罰則規定あり。）

⑤ 法第５１条 立入検査（立入検査に協力しない場合は罰則規定あり。）

⑥ 法第６章 罰則規定に基づき告発

【参考】 法違反を是正するための関係法令

11



労働者派遣事業の運営にあたっては、有期雇用派遣労働者と無期雇用
派遣労働者とでは、一部のルールが異なります。

本資料では、無期雇用派遣労働者のみを派遣する場合に、
適用されない各種措置については【無期のみ措置不要】と表記します。

例 抵触日の通知 【無期のみ措置不要】
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【ポイント】
この【無期のみ措置不要】と、

表記のある措置については、無期
雇用派遣労働者のみを派遣する場
合は措置不要です。

無期雇用派遣労働者のみを派遣する場合
無期雇用
派遣労働者

＜ポイント＞
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そもそも「無期雇用派遣労働者」とは何？ ①
無期雇用
派遣労働者

＜ポイント＞

派遣元事業主は派遣労働者に対して、労働基準法に定める「労働条件の明示」と、
派遣法に定める「労働者派遣をしようとするときの就業条件等の明示」の２種類の明示
をする必要があり、「雇用期間」と「派遣期間」という２つの取り決めをする必要があります。

就業条件の明示（派遣法３４条）労働条件の明示（基準法１５条）
〇労働者派遣しようとする旨
〇業務内容
〇従事する業務に伴う責任の程度
〇派遣先事業所の名称・所在地、派遣就業の場
所及び組織単位
〇指揮命令者
〇派遣期間
〇派遣就業日・時間
〇派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
〇苦情の処理の申出先
〇抵触日 等

〇契約期間に関すること（以下「雇用
期間」という）
〇期間の定めのある契約を更新する場
合の基準
〇就業場所・従事する業務に関するこ
と
〇始業・終業時刻、時間外労働の有無、
休憩、休日等
〇賃金の決定方法、支払時期等
〇退職に関する事項
〇昇給に関すること 等

記載事項

書面、メールまたはFAX等書面、メールまたはFAX等明示方法

派遣しようとするたび（派遣先
が変わるときや、派遣期間を更
新するたび）に明示が必要

【ポイント】
「雇用期間」と
「派遣期間」は
異なる。



無期雇用派遣労働者とは、雇用期間の定めがない（＝労働基準法の「労働
条件の明示」において「期間の定めがなし」）とされている派遣労働者を意
味します。

派遣は「臨時的・一時的」の原則があります。

無期雇用派遣労働者であっても（＝雇用期間の定めがない場合であって
も）、派遣期間（各派遣先で派遣される期間）は別途定められています。

無期雇用派遣労働者＝雇用期間の定めがない派遣労働者

有期雇用派遣労働者＝雇用期間の定めがある派遣労働者
14

そもそも「無期雇用派遣労働者」とは何？ ②
無期雇用
派遣労働者

＜ポイント＞
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そもそも「無期雇用派遣労働者」とは何？ ③
無期雇用
派遣労働者

＜ポイント＞

ケース１ 無期雇用派遣労働者の例（労働条件明示で雇用期間の定めがないケース）

労働条件の明示

派遣期間の定めあり 派遣せず自社勤務 派遣期間の定めあり
労働者派遣をしようとする
ときの就業条件の明示

ケース２ 有期雇用派遣労働者の例（労働条件明示で雇用期間の定めがあるケース）
期間の定めあり

派遣期間の定めあり

期間の定めあり

派遣期間の定めあり派遣期間の定めあり

労働条件の明示

労働者派遣をしようとする
ときの就業条件の明示

ケース１の場合は、①のタイミングで「労働条件の明示」、②と③のタイミングで「就業条件の明示」が必要

ケース２の場合は、④⑥のタイミングで「労働条件の明示」、⑤⑦⑧のタイミングで「就業条件の明示」が必要

【ポイント】
無期雇用派遣労働者とは、
あくまで基準法上の契約期間
の定めがない者

１

２ ３

４ ６

５ ７ ８

期間の定めなし



６ 派遣契約の流れ

派遣元 派遣労働者派遣先

同一労働同一賃金への対応の決定（労使協定方式 または 均等・均衡方式）
※要領 第６の４、５

インターネットによる情報提供 ※要領 第４の４
派遣依頼

抵触日の通知 ※要領 第５の２(２)

待遇に関する情報の提供
※要領 第５の２(３)

労働者派遣契約の締結 ※要領 第５

派遣労働者として雇用しようとするときの説明（面接時等）
※要領 第６の10(１)

派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明
※要領 第６の10(２)

労働契約の締結

労働条件・派遣料金・就業条件の明示
※要領 第６の10(３)、13、14

派遣先への通知 ※要領 第６の15

派 遣 就 業 開 始

雇用管理
派遣先管理台帳の作成 派遣元管理台帳の作成 ※要領 第６の20

派遣元への通知 ※要領 第７の13(４)
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【無期のみ措置不要】



法第26条第５項により、派遣元事業主は派遣先から「事業所単位の抵
触日」の通知を受けずに、労働者派遣契約を締結することは出来ません。

・ 「事業所単位の抵触日」は、当該事業所において初めて派遣労働者を
受け入れた日から３年間を超える日ですが、所定の手続きを行うことにより
延長することが出来ます。（※個人単位の抵触日は延長することは出来ません。）

抵触日以降、派遣就業を継続した場合には、派遣先において派遣労働
者に対して直接雇用の申込みを行ったものとみなされ、派遣労働者が希
望した場合には、派遣先で直接雇用しなければなりませんのでご注意くだ
さい。（偽装請負の場合と同様）

７ 労働者派遣契約締結前に収集すべき情報 ①
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【無期のみ措置不要】



法第26条第９項により、派遣元事業主は派遣先から

「比較対象労働者の待遇情報」の通知を受けずに、労働者派遣契約を

締結することは出来ません。

・ 「比較対象労働者の待遇情報」は、労働者派遣契約において、派遣労

働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かによって内容が異なります。

協定対象派遣労働者に限定しない場合には、賃金情報等詳細な情報

が必要となります。

７ 労働者派遣契約締結前に収集すべき情報 ②
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８ 労働者派遣契約に記載する事項 ①

労働者派遣契約に記載する事項については、法
第26条及び法施行規則第22条に定められていま
す。

労使協定方式 様式・記載例

（※様式・記載例 P1～4）

ア 業務内容（記載例 １）

業務に必要とされる能力や行う業務を、できる限
り詳細に記載する必要があります。
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イ 業務に伴う責任の程度（記載例 ２）

役職名でも足りますが、なるべく具体的に記載し
てください。

ウ 労働に従事する事業所の名称及び所在地そ
の他派遣就業の場所（記載例 ３）

所属する部署、電話番号等必要な場合に連絡
がとれる内容を記載してください。

エ 組織単位（記載例 ４）

課、グループ等の業務としての類似性や関連性
がある組織で、組織の最小単位よりも大きな単位
を想定しています。

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ②

20

（事業所所在地と同一）



オ 派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

（記載例 ５）

具体的に指揮命令する者の部署、役職及び氏名を記載し
てください。

カ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

（記載例 ６、７）

派遣就業をする日は、具体的な曜日又は日を指定する必
要があります。シフト制の場合はシフト表を添付してください。

ｷ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

（記載例 ８、９）

休憩時間もなるべく開始及び終了の時刻を記載してくださ
い。

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ③
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好ましくない事例 （部署名不足）
５ 指揮命令者 販売促進係長★★★★★



ク 安全及び衛生に関する事項（記載例 10）

業務取扱要領を参考に、派遣元、派遣先それぞ
れで実施することを記載してください。

ケ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合に
おける当該申出を受けた苦情の処理に関する事
項（記載例 11）

苦情処理時の派遣元及び派遣先の連携方法の
他、派遣元及び派遣先の苦情の申出を受ける者
の氏名、部署、役職、電話番号についても記載し
てください。

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ④
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コ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置

（記載例 12）

以下の内容について具体的に記載してください。

（１）労働者派遣契約の解除の事前の申入れ

（２）派遣先における就業機会の確保

（３）損害賠償等に係る適切な措置

（４）労働者派遣契約の解除の理由の明示

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ⑤
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サ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する
事項（記載例 13、14）

派遣元責任者及び派遣先責任者の役職、氏名
及び連絡方法を記載してください。

製造業務である場合には、製造業務専門派遣元
責任者及び製造業務専門派遣先責任者である旨
を記載してください。

シ 時間外労働が出来る場合の上限時間数、
及び休日労働が出来る場合の上限日数

（記載例 15、16）

派遣元の36協定の範囲内としてください。

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ⑥
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ス 派遣労働者の人数（記載例 １７）

内容（例えばシフト）が異なる場合、それぞれ人数
を定める必要があります。

セ 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供
与（記載例 18）

派遣先で利用できる施設や制度などについて定
めがあれば記載してください。

給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、
法律上の記載事項ではなく、法40条第３項により
利用機会を付与しなければならないことに注意して
ください。

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ⑦
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ソ 労働者派遣の終了後に派遣労働者を雇用
する場合の紛争を防止するために講ずる措置

（記載例 19）

派遣先は雇用意思を派遣元に対し事前に示すこ
と、派遣元が職業紹介が可能な場合には職業紹
介により行うこと等を記載してください。

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ⑧
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タ 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限るか
否かの別（記載例 20）

チ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60
歳以上の者に限定するか否かの別（記載例 21）

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ⑨
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「無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定する」場合、

抵触日の通知は不要ですが、

抵触日の通知がなく労働者派遣契約を締結し、

人員の調整がつかず有期雇用派遣労働者を派遣した場合

⇒ 派遣法第２６条第５項違反となり

是正指導の対象となります。



ツ 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るもの
である場合にあっては、当該職業紹介により従事
すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹
介予定派遣に関する事項（記載例 22）

※ それぞれの項目の詳細な記載内容は、業務取扱要領
を確認してください。

８ 労働者派遣契約に記載する事項 ⑩
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９ 「紹介予定派遣」とは ①

29

一定の労働者派遣の期間を経て、
直接雇用に移行することを念頭
に行われる派遣のこと。
ただし、直接雇用にならない場
合もあります。

【留意点】
• 職業紹介事業の許可が必要
• 紹介予定派遣であることを派遣労働者へ明示
• 派遣期間は最長６か月まで
• 派遣就業期間を短縮し直接雇用の締結が可能
• 紹介予定派遣を行った後に派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合、派遣労働
者の求めに応じて理由を明示 等

（※要領 Ｐ17、18）

・
・

・



【就業中からの切替】
当初は通常派遣で開始した場合でも、就業期間中に紹介予定派遣へ変更が可能

９ 「紹介予定派遣」とは ②
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１ 派遣として就業開始

２ 就業中に派遣先又は派遣労働者から直接雇用の希望が出る

３ 双方合意で職業紹介の新規契約をする

４ 派遣元が求人条件提示・意思確認を実施

５ 双方合意により紹介予定派遣へ切替

６
当初の労働者派遣契約の変更
（労働者派遣契約書、就業条件明示書、派遣元（先）管理台帳）

７ 選考を経て直接雇用を判断

（※要領 Ｐ246）



１０ 派遣先による派遣労働者の雇用について
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（派遣法第３３条を簡略化し抜粋）

派遣元は、派遣元事業所と派遣労働者の雇用
関係終了後、派遣労働者が派遣先で雇用するこ
とを禁ずる契約を締結してはならない

→法令上、派遣から直接雇用への移行を促して
いる。

（派遣法第４０条の５を簡略化し抜粋）

派遣先は同じ派遣労働者を１年以上派遣として受
け入れたときで、通常の労働者の求人を募集するとき
は、当該派遣労働者にその求人を周知しなければな
らない

→法令上、派遣から直接雇用への移行を促している。

派遣法は、派遣先及び派遣労働者（有期雇用派遣労働者及び無期雇用派遣
労働者）が希望するならば、直接雇用へ移行することができるような法体系
をとっています。

派遣法は、派遣先が派遣労働者を雇用することを禁止していません。
派遣元は派遣労働者とキャリアコンサルティングをすることで、今後の職業生活
の設計に関する相談その他の援助を行うように努めて下さい。



労働者派遣をしようとするときに、当該労働者派遣に係る
派遣労働者に対し明示しなければならない事項については、
法第34条に定められています。（※様式・記載例 Ｐ10～16）

労働者派遣契約書の記載事項のうち、当該派遣労働者に
関するもののほか、以下の事項の記載が必要です。

・ 労働者派遣をしようとする旨（記載例 序文）

・ 事業所単位の抵触日（記載例 ６）

★→「無期雇用のため抵触日の該当なし」

・ 個人単位の抵触日（記載例 ６）

★→「無期雇用のため抵触日の該当なし」

・ 抵触日以降に派遣労働を行った場合の労働契約申込み

みなし制度について（記載例 ６※）

→【無期のみ措置不要】

１１ 就業条件等の明示
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・
・

・

★印 無期雇用派遣労働者の場合の記載例



・ ９の就業条件等の明示（書面の交付）の他に、派遣就業までの各場面に

応じて待遇に関する事項等の説明が必要です。

【雇用しようとするとき（面接時等）の説明】

① 雇用した場合の賃金の額の見込みその他の待遇に関する事項

② 事業運営に関する事項

③ 労働者派遣に関する制度の概要

④ キャリアアップ措置

１２ 派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明 ①
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【雇い入れようとするときの明示及び説明】

（１）明示すべき労働条件に関する事項

（※様式・記載例 Ｐ17、18）

① 昇給の有無

② 退職手当の有無

③ 賞与の有無

④ 労使協定の対象となる労働者であるか否か

（対象である場合には、労使協定の有効期間の終期）

⑤ 待遇の相違の内容・理由等について派遣元事業主に説明を

求める事ができる旨

⑥ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

（２）説明すべき措置の内容

同一労働同一賃金の規定により講ずべきことと
されている事項に関し、講ずることとしている措置
の内容

１２ 派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明 ②
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※令和８年１０月１日以降の雇入れ時から追加



【労働者派遣しようとするときの明示及び説明

（雇い入れようとするときと同時の場合も多いです）】

（１）明示すべき労働条件に関する事項

（※様式・記載例 Ｐ19）

① 賃金の決定等に関する事項

② 休暇に関する事項

③ 昇給の有無

④ 退職手当の有無

⑤ 賞与の有無

⑥ 労使協定の対象となる労働者であるか否か （対象である場合には、労使協定の有効期間の終期）

⑦ 待遇の相違の内容・理由等について派遣元事業主に説明を求める事ができる旨

（２）説明すべき措置の内容

同一労働同一賃金の規定により講ずべきこととされている事項に関し、講ずることとしている措置の内容

１２ 派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明 ③
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協定対象派遣労働者は⑥⑦のみで可。

※令和８年１０月１日以降の派遣時から追加



【待遇の相違の内容及び理由等の説明】

派遣労働者から求めがあったときには、派遣労働者の待遇の決定の
過程について具体的に説明しなければなりません。

派遣労働者から求めがない場合でも、以下の対応を行うことが望まし
いです。

・労働契約の更新時等に通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理
由等について容易に理解できる内容の資料を交付すること

・説明を求められることができることを周知する

１２ 派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明④
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※令和８年１０月１日施行



・ 労働者派遣をするときに、派遣先に通知しなけ
ればならない事項については、法第35条並びに法
施行規則第27条の２及び第28条に定められてい
ます。（※様式・記載例 Ｐ７）

１ 派遣労働者の氏名及び性別（記載例 ①）

２ 60歳以上の者であるか否かの別

（45歳以上である場合にはその旨、18歳未満である場合

には年齢） （記載例 ①）

３ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別

（記載例 ③）

４ 協定対象派遣労働者であるか否かの別（記載例 ④）

１３ 派遣先への通知 ①
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５ 社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出

の有無（「無」の場合は、当該書類が提出されていない具

体的な理由） （記載例 ②）

なお、マイナポータル上の医療保険資格情報を保存し

したもの、資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、

健康保険の加入者の氏名・保険者名・資格取得年月日

の情報等、社会保険等の加入に係る確認書類を派遣先

に提示又は送付する必要があります。

さらに、この確認書類を提示する場合には、原則として

労働者本人の同意を得ることとするが、この同意が得

られない場合には、生年月日、年齢等も黒塗りすると共に、

派遣先に確認後には派遣元に返送することを依頼する等

個人情報の保護に配慮しなければなりません。

１３ 派遣先への通知 ②
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派遣元管理台帳の作成方法については、法第
37条並びに法施行規則第30条及び第31条に定
められています。（※様式・記載例 Ｐ５、６）

記載内容については、労働者派遣契約書及び
就業条件明示書と同じ項目も多いことから省略し
ます。

１４ 派遣元管理台帳 ①
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記載項目のうち以下を除く項目については、労働者派遣を
する際にあらかじめ記載しておく必要があります。

１ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

（記載例 ⑯）

２ 教育訓練を行った日時とその内容（記載例 ⑱）

３ キャリアコンサルティングを行った日とその内容

（記載例 ⑲）

４ 雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容

（記載例 ⑳）

５ 雇用安定措置の内容（記載例 ㉑）

１４ 派遣元管理台帳 ②
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【無期のみ措置不要】

【無期のみ措置不要】



・ 派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労

働者の特定を目的とする行為に協力してはなりません。

⇒ 派遣労働者の決定は派遣元が行うことになります。

そのため、派遣契約においては、派遣先が求める業務の内容、責任

の程度、必要とされる知識・技術・経験の水準等をきめ細やかに把握し

てください。

１５ 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 ①
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・ 「特定を目的とする行為」とは、派遣先からの指名行為だけではなく、派

遣先への履歴書の送付、派遣先による派遣労働者の事前面接への協

力等も含まれます。

・ 派遣労働者になろうとする者が、自らの判断で事業所訪問や派遣先へ

履歴書の送付を行うことは、特定を目的とする行為とはなりませんが、派

遣元又は派遣先が派遣労働者に対し促すことがないようにしてください。

くれぐれも派遣先の判断により、採否を決定しないでください。

１５ 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 ②
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【雇用安定措置】

① 派遣先への直接雇用の依頼

② 新たな就業機会（派遣先）の提供

③ 派遣元事業主において無期雇用

④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置

【対象派遣労働者】

イ 現在の派遣契約により、同一の組織単位で３年間就業することになる

者（義務）

※ ①を講じたが、派遣先から断られた場合には、②～④の措置を講じ

なければなりません。

１６ 雇用の安定等のための措置 ①
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【無期のみ措置不要】



【対象派遣労働者】

ロ １年以上３年未満継続して同一の組織単位に派遣しているが、派遣

先または派遣元の都合で期間満了により派遣就業を終了する者

（努力義務）

※①～④までのいずれかを講じるように努めてください。

ハ 派遣元事業主に通算して１年以上雇用された派遣労働者

（努力義務）

※②～④までのいずれかを講じるよう努めてください。

１６ 雇用の安定等のための措置 ②
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【無期のみ措置不要】



【措置を講ずるに当たっての希望の聴取】

雇用安定措置を講ずるに当たっては、派遣労働者から希望を聴取しな

ければなりません。聴取に当たっては、①～④の措置の内容を示し、想定

される具体的な措置の内容を説明した上で行う必要があります。なお、い

ずれの措置を希望するかは派遣労働者の意思に委ねられるものであるた

め、特定の措置を希望するよう示唆してはいけません。また、希望する措

置については、複数を優先順位とともに聴取しておくことが望ましく、いずれ

の措置を講ずるかについては派遣労働者の意思を尊重するよう努めてくだ

さい。

聴取した日時及び内容は、派遣元管理台帳に記録し、３年間保存するこ

とが必要です。

１６ 雇用の安定等のための措置 ③

45

【無期のみ措置不要】



・ 派遣元事業主は、苦情の申出を受ける者、苦情の処理を行う方法、派

遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約におい

て定める必要があります。

・ 派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情

の処理状況について記載してください。

・ 派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、不利益な取扱

いをしてはなりません。

⇒ 苦情に対応してもらえない、という派遣労働者からの相談が多いです。

派遣元事業主が苦情に対応しない場合は指導対象となります。

１７ 派遣労働者からの苦情の処理
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